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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月31日(2017.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）と、ＰＴＦＥよりも低い融点を有するフッ素
樹脂とを含む表層を備えている定着部材であって、
　示差走査熱量計（ＤＳＣ）を用いて、該表層のサンプルを昇温速度２０℃／分で昇温さ
せたときに得られるＤＳＣ曲線において、
　３３０℃以上３４０℃以下の温度範囲にピークトップを有する吸熱ピーク１、および、
　該吸熱ピーク１よりも低い温度範囲にピークトップを有する吸熱ピーク２が存在し、
　該吸熱ピーク１に基づく融解熱量と該吸熱ピーク２に基づく融解熱量との和ΔＨが、４
０Ｊ／ｇ以上５５Ｊ／ｇ以下であることを特徴とする定着部材。
【請求項２】
　前記吸熱ピーク１が前記ＰＴＦＥに起因するものである請求項１に記載の定着部材。
【請求項３】
　前記ΔＨが４３Ｊ／ｇ以上５５Ｊ／ｇ以下である請求項１または２に記載の定着部材。
【請求項４】
　前記ＰＴＦＥよりも低い融点を有する樹脂が、テトラフルオロエチレン－パーフルオロ
アルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）である請求項１～３のいずれか一項に記載の
定着部材。
【請求項５】
　前記吸熱ピーク２のピークトップの温度が３００℃以上３１５℃以下である請求項４に
記載の定着部材。
【請求項６】
　前記定着部材が、基材と、弾性層と、前記表層とをこの順に有している請求項１～５の
何れか一項に記載の定着部材。
【請求項７】
　前記基材がエンドレスベルト形状の基材であって、該基材の外周面に前記弾性層および
前記表層がこの順に積層されている請求項６に記載の定着部材。
【請求項８】
　前記表層と前記弾性層とが直接接している請求項７に記載の定着部材。
【請求項９】
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　定着部材と、該定着部材と対向するように配置された加圧部材とを備える定着装置であ
って、該定着部材が請求項１～８のいずれか一項に記載の定着部材であることを特徴とす
る定着装置。
【請求項１０】
　記録材の上の未定着のトナー画像を定着する定着手段を有する画像形成装置であって、
該定着手段が請求項９に記載の定着装置を備えていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１１】
　弾性層と、
　ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）とＰＴＦＥよりも低い融点を有するフッ素樹
脂とを含む表層と、を備えている定着部材の製造方法であって、
　融点が３３０℃以上３４０℃以下であるＰＴＦＥと、該ＰＴＦＥよりも低い融点を有す
るフッ素樹脂とを、４０：６０～５０：５０（質量比）の混合比で含む表層形成用塗料の
塗膜を弾性層上に形成する工程と；
　該塗膜を、３１５℃以上、該ＰＴＦＥの融点未満の温度で加熱して、該表層を形成する
工程と、を有することを特徴とする定着部材の製造方法。
【請求項１２】
　前記塗膜の加熱温度が、３１５℃以上、３３０℃未満である請求項１１に記載の定着部
材の製造方法。
【請求項１３】
　前記ＰＴＦＥよりも低い融点を有する樹脂が、テトラフルオロエチレン－パーフルオロ
アルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）である請求項１１または１２に記載の定着部
材の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明の更に他の態様によれば、弾性層と、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴ
ＦＥ）とＰＴＦＥよりも低い融点を有するフッ素樹脂とを含む表層と、を備えている定着
部材の製造方法であって、
　融点が３３０℃以上３４０℃以下であるＰＴＦＥと、該ＰＴＦＥよりも低い融点を有す
るフッ素樹脂とを、４０：６０～５０：５０（質量比）の混合比で含む表層形成用塗料の
塗膜を弾性層上に形成する工程と；該塗膜を、３１５℃以上、該ＰＴＦＥの融点未満の温
度で加熱して、該表層を形成する工程と、を有する定着部材の製造方法が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　したがって、フッ素樹脂中のＰＴＦＥと、他のフッ素樹脂との混合比率（ＰＴＦＥ：他
のフッ素樹脂）は、４０：６０～５０：５０（質量比）であることが好ましい。混合比率
を上記範囲とすることで、融点が３３０℃以上３４０℃以下のＰＴＦＥを用いた場合にお
いて、ΔＨを４０Ｊ／ｇ以上５５Ｊ／ｇ以下の範囲に適切に制御することが可能である。
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